
 - 1 - 

一般社団法人日本果汁協会 ＪＡＳ表示包装等審査登録要領 

 
平成 15 年 3 月 17 日 制   定  

平成 16 年 3 月 25 日 第 1 次変更 

平成 18 年 7 月 21 日 第 2 次変更  

                         平成 24 年 3 月 27 日 第 3 次変更 

平成 26 年 3 月 26 日 第 4 次変更 

平成 27 年 5 月 28 日 第 5 次変更 

平成 30 年 5 月 23 日 第 6 次変更 

令和 元年 5 月 22 日 第 7次変更 

 

（適用の範囲） 

第１条 この要領は、一般社団法人日本果汁協会（以下「本会」という。）が「日本農林規格等に関

する法律」（昭和 25 年法律第 175 号）に基づく認証工場（以下「認証工場」という。）との委託契

約により行う果実飲料のＪＡＳ表示包装等の審査・登録に関する業務に適用する。 

 

（ＪＡＳ表示包装等の審査項目） 

第２条 本会が認証工場と委託契約を結んで行う果実飲料のＪＡＳ表示包装等に係る審査項目は、別

表に定める項目とする。 

 

（審査の申請及び受理） 

第３条 ＪＡＳ表示包装等の審査・登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別記様

式１に定める「ＪＡＳ表示包装等審査登録申請書」（以下「申請書」という。）を本会の会長理事（以

下「会長理事」という。）あてに提出するものとする。 

 

２ 会長理事は、申請書が提出されたときはその内容を十分確認し、申請を受理するものとする。 

 

（審査に従事する者） 

第４条 ＪＡＳ表示包装等の審査に従事する者は、本会の役職員のうち、「果実飲料についての登録

格付機関又は登録外国格付機関となるための登録基準」（平成 10年7月22日農林水産省告示第 1077

号）に定める格付に従事する者の資格を有する者とする。 

 

（審査結果の報告） 

第５条 審査に従事した者は、審査終了後速やかに審査結果を会長理事に報告するものとする。 

 

（登録と通知） 

第６条 審査の結果、基準に適合していると認められたＪＡＳ表示包装等について、別記様式２に定

める「ＪＡＳ表示包装等登録台帳」にその内容を記載し、登録・保存するものとする。 

 

２ 会長理事は、ＪＡＳ表示包装等登録台帳に記載・登録された JAS 表示包装等について、記載・登

録後速やかに別記様式３に定める「ＪＡＳ表示包装等登録通知書」により申請者に通知するものと

する。 

 

（変更又は廃止等の届出） 
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第７条 ＪＡＳ表示包装等の登録を受けた認証工場は、登録されたＪＡＳ表示包装等について、その

原材料の配合割合又は内容量を変更する場合は別記様式４に定める「配合(内容量)変更届」を、容

器包装(デザイン)を変更する場合は別記様式５に定める「容器包装(デザイン) 変更届」を、使用認

証工場の追加又は取消をする場合は別記様式６に定める「ＪＡＳ表示包装等使用認証工場追加(取

消) 届」を、登録を廃止する場合は別記様式７に定める「ＪＡＳ表示包装等登録廃止届」を、それ

ぞれ会長理事に提出するものとする。 

 

（使用数量の報告） 

第８条 ＪＡＳ表示包装等の登録を受けた認証工場は、当該申請に係るＪＡＳ表示包装等の使用数量

が確定次第、速やかにこれを取りまとめのうえ、別記様式８の「ＪＡＳ表示包装等使用数量報告書」

により会長理事に提出するものとする。 

 

（手数料） 

第９条 ＪＡＳ表示包装等の登録を受けた認証工場は、別表に定める審査登録手数料を本会からの請

求に基づき納付しなければならない。 

 

（機密保持） 

第１０条 審査に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益に使用してはならな

い。 

 

（その他） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、ＪＡＳ表示包装等の審査・登録に関し必要な事項は、別に

会長理事が定める。 

 

附 則（平成 15 年 3 月 17 日 制定） 

この要領は、平成１５年４月１日から実施する。 

 

附 則（平成 16 年 3 月 25 日 第 1 次変更） 

  この要領は、平成１６年４月１日から実施する。 

 

  附 則（平成 18 年 7 月 21 日 第 2 次変更） 

 この要領は、平成１８年８月１日から実施する。 

  

   附 則（平成 24 年 3 月 27 日 第 3 次変更） 

  この要領は、本会が一般社団法人として設立登記された日（平成２４年５月１日）から実施する。 

  

   附 則（平成 26 年 3 月 26 日 第 4 次変更） 

  この要領は、平成２６年４月１日から実施する。 

 

附 則（平成 27 年 5 月 28 日 第 5 次変更） 

  この要領は、平成２７年５月２８日から実施する。 
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附 則（平成 30 年 5 月 23 日 第 6 次変更） 

  この要領は、平成３０年５月２３日から実施する。 

 

附 則（令和元年 5 月 22 日 第 7 次変更） 

  この要領は、令和元年１０月１日から実施する。 
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 別表 

 

１．要領第２条に定めるＪＡＳ表示包装等の審査項目は、次のとおりとする。 

 

(1) 食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)に移行した旧「加工食品品質表示基準」（平成 12 年

3 月 31 日農林水産省告示第 513 号）及び旧「果実飲料品質表示基準」（平成 12 年 12 月 19 日農

林水産省告示第 1683 号）に基づく表示 

 

 (2) 「飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法」（昭和 54 年 8 月 18 日農林水産省告

示第 1182 号）に基づく表示 

  

(3) 「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」（昭和 46 年 3 月 2 日公正取引委員会認証、昭和 46

年 3 月 5 日公正取引委員会告示第 11 号）に基づく表示 

 

２．要領第 9 条に定めるＪＡＳ表示包装等の審査・登録に係る手数料の単価（税込）は、次のとおり

とする。 

  

(1) 原料用 

  ア 濃縮果汁          １kg 当たり         ０.７７０円 

  イ 濃縮果汁以外のもの     １kg 当たり         ０.１９８円 

  

(2) 原料用以外のもの  

  ア 直接飲料          １kg 又は１ℓ当たり ０.１９８円 

  イ 希釈用飲料         １kg 又は１ℓ当たり  ０.７７０円 

     

（注） 「 原料用以外のもの」の手数料は、容器包装に表示された内容量単位にそれぞれ相対する単価を乗じす

る。 

 

 (3) ただし、(1)又は(2)に基づき算出した１検査荷口当たりの手数料の額（消費税込み）が 

５，５００円を下回る場合はこれを請求しないものとし（別途、サンプルの依頼検査手数料とし

て、１検査荷口当たり５，５００円を負担）、５，５００円を上回る場合はその額から 

５，５００円を差引いた額とする。 

 


